
■申込方法

生活環境課または各支所にある申込書

に必要事項を記入の上、下記書類を添

付しお申し込みください。

～添付書類～

①入居希望者全員の住民票

②昨年の所得がわかる書面（収入のある
　方全員の源泉徴収票のコピーまたは所得

証明書等）

■申込締切　　12月12日（月）

■その他

・希望者が重複した場合は、選考委員

会にて入居の可否が決定されます。

・入居が決定した場合、町内在住の所

得のある方２名の連帯保証人（１名

は留萌管内の在住であれば可能で

す）が必要となります。

◎問い合わせ先

生活環境課管理係　　緯 56－2111

　　（内線 245・246）

鬼　鹿　支　所　　　緯 57－1111

達　布　支　所　　　緯 58－1111

注）近傍同種家賃とは、町営住宅に引き続き３年以上入居し、かつ入居収入基準を
超える所得となった世帯が支払うこととなる家賃の上限額です。

・入居資格は、現に住宅に困窮し、収入基準月額が原則として15万８千円を超えず、
申込者及び同居者が暴力団員でない世帯が対象となっています。（全員が60歳以
上の世帯や本人が障がい者または同居者に障がい者や就学前の幼児等がいる場合
等は緩和されます）
・トイレはすべて水洗化されています。
・家賃は家族構成や収入によって変動します。
・町税及び町使用料の滞納がある方は、完納の上お申し込み願います。

■ 第２旭団地（旭町３）
家　　　賃設　備戸数面積間取建築年

9，700円～14，400円浴槽・風呂釜は
入居者設置

１戸47．1㎡
２ＤＫ
（平屋建）

①Ｓ43建築
 （Ｈ２改善） 近傍同種家賃：25，800円（注）

12，700円～19，000円浴槽・風呂釜は
入居者設置

１戸56．3㎡
３ＤＫ
（平屋建）

②Ｓ46建築
 （Ｈ５改善） 近傍同種家賃：30，900円（注）

10，300円～15，300円浴槽・風呂釜は
入居者設置

１戸48．5㎡
２ＬＤＫ
（平屋建）

③Ｓ44建築
 （Ｈ３改善） 近傍同種家賃：27，200円（注）

8，600円～12，900円浴槽・風呂釜は
入居者設置

１戸41．3㎡
２ＬＤＫ
（平屋建）

④Ｓ43建築
 （Ｈ２改善） 近傍同種家賃：25，200円（注）

8，200円～12，200円浴槽・風呂釜は
入居者設置

１戸41．2㎡
２ＬＤＫ
（平屋建）

⑤Ｓ41建築
 （S63改善） 近傍同種家賃：23，800円（注）

■ 新町団地（新町２）
家　　　賃設　備戸数面積間取建築年

15，700円～23，400円浴槽・風呂釜は
入居者設置

１戸67．4㎡
３ＤＫ
（２階建）

①Ｓ54建築
近傍同種家賃：28，200円（注）

16，300円～24，200円浴槽・風呂釜は
入居者設置

５戸68．8㎡
３ＤＫ
（２階建）

②Ｓ55建築
近傍同種家賃：30，500円（注）

16，200円～24，200円浴槽・風呂釜は
入居者設置

２戸68．7㎡
３ＤＫ
（２階建）

③Ｓ55建築
近傍同種家賃：30，500円（注）

■ 高台団地（鬼鹿港町）
家　　　賃設　備戸数面積間取建築年

15，900円～23，700円浴槽・風呂釜は
入居者設置

２戸67．6㎡
３ＬＤＫ
（２階建）

①Ｓ59建築
近傍同種家賃：36，800円（注）

■ 温寧団地（鬼鹿田代）
家　　　賃設　備戸数面積間取建築年

20，300円～30，200円ユニットバス・　
ボイラー設置済

１戸69．1㎡
３ＬＤＫ
（２階建）

①Ｈ６建築
近傍同種家賃：65，700円（注）

■公営住宅

■ 学園団地オニィ（鬼鹿港町）
家　　　賃設　備戸数面積間取建築年

27，000円
ユニットバス・　
ボイラー設置済

１戸49．9㎡１ＬＤＫ①Ｈ７建築

■特公賃（単身者）住宅 ※４５歳未満の独身または単身者（単身赴任等）入居可

入入居居者者募募集集

公公営営住住宅宅公営住公営住宅宅

入居者募入居者募集集

５

住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成金金金金金金金金金金金金金制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度にににににににににににににつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいい住宅助成金制度についてててててててててててててて

　町内に自ら定住する目的で、町内業者の施工により「住宅を新築する方」・「住宅を増改築する方」・

「空き家を購入し改修する方」への助成制度です。

　かかった費用が500万円以上のものを対象（空き家の購入費用含む）とし、費用の20％以内で300

万円を上限に助成します。

「「「「「「「「「「「「「住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅新新新新新新新新新新新新築築築築築築築築築築築築等等等等等等等等等等等等助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成金金金金金金金金金金金金住宅新築等助成金」」」」」」」」」」」」」

　町内業者の施工により「住宅の改修をする方」への助成制度です。

　かかった費用が50万円以上のものを対象とし、費用の20％以内で30万円を上限に助成します。

※どちらも平成29年度までの制度で、着工前に申請する必要があります。

　また、それぞれの要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

　◎問い合わせ先　生活環境課管理係（内線 245・246）　
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